
【リンクはご自由にお貼りください】 
【有償配布 及び Ｗｅｂ（ホームページ、ブログ、facebook 等）へのアップロードや転載はおやめください】 
・「結婚の自由をすべての人に」訴訟の大阪地裁・第１回期日（20190426）での、原告の坂田麻智さんの意見陳述です。 

坂田麻智と申します。会社員で４０歳です。隣にいるのはパートナーのテレサで、付き

合って１１年目になります。テレサとは２００８年に大阪で出会いました。一緒にいる時

間が楽しく、物事に対する価値観も似ていることから、気がついたら惹かれていました。

彼女も私と同じ気持ちだったことから付き合うことになり、翌年には一緒に暮らし始めま

した。テレサは日本が大好きで、ずっと日本に住み続けたいと思っているので、２０１３

年には京都で古い町家を購入しました。町家の雰囲気は残しつつリノベーションをし、今

は私たちと愛犬ロージーと一緒に、その家で暮らしています。また、２０１５年には、テ

レサの出身地であるアメリカ オレゴン州で結婚しました。アメリカでは２０１５年に全

米で同性婚が認められたことから、私たちの婚姻は成立しています。日本でも認めてもら

いたいと思い、今年１月、アメリカでの結婚証明書と一緒に区役所に婚姻届を提出しまし

た。しかし、返ってきたのは不受理という厳しい現実でした。分かっていた結果ではあり

ますが、同性愛者というだけで、異性愛者と同じスタートラインにさえ立たせてもらえな

いのかと、とても悲しい気持ちになりました。 
若い頃は、ずっと一緒にいられたら、結婚なんてどうでもいいと思っていました。です

が、一生共に歩んでいきたいパートナーを見の前にして、ずっと安心して暮らしていける

のかと真剣に考えた時、私達同性カップルに用意されているセーフティネットがあまりに

少ない、いや、ほとんどないことに気が付きました。もし通勤中にテレサが事故にあった

ら、私に連絡はあるだろうか。病院に運ばれたら、私は付き添いできるだろうか。私にも

しものことがあったら、私名義になっている今の家に、彼女は住み続けることができるだ

ろうか、二人で築いた財産を相続できるだろうか等、異性カップルであれば当然のように

守られる権利ですが、なぜ私達には何もないのでしょうか。 
一番強く不安を感じていたのは、パートナーのビザの問題です。心身ともに健康で働け

る間は就労ビザで日本に滞在することができます。しかし、もし病気や怪我で働けなくな

り、ビザを更新できなくなったら、彼女はアメリカに戻るしかなく、日本で一緒に暮らす

ことができなくなります。男女のカップルであれば、結婚すれば配偶者ビザが取得でき、

３年経てば永住権を申請できます。一方私達のような同性カップルは結婚が認められてい

ないので、外国人パートナーは配偶者ビザさえ取得できず、また、永住権についても、日

本に１０年住まないと申請できません。これはあまりにアンフェアです。 
このような不平等な状況の中、普段の生活に影響が出ないよう、自分達でできることは

やってきました。アメリカでの結婚もそのうちの一つです。他には職場・近隣へのカミン

グアウトやテレサの永住権申請、また、会社に同性婚を認めてもらうよう働きかけもして

きました。しかしそれも限界があります。幸運にもテレサは２ヶ月前に永住権を取得で

き、私の会社も社内制度を見直し、同性パートナーを配偶者と同等に扱ってくれるように

なりました。しかし、それにより私達が抱える精神的負担が消えたわけではありません。

その道の過程で幾度となく傷つき、怒り、涙した苦しみは消えることはありません。ま

た、私たちはラッキーにも、たまたま家族や周囲のサポートもあり、この状況をなんとか

しようと踏み出せる環境にいることができていますが、誰もが同じような状況ではありま

せん。パートナーがクローゼットで活動には積極的でなかったり、家族にさえカムアウト

できない状況だったり、職場や学校に理解者がいなかったり、中には命を絶った友人もい

ました。私達もそのような状況を経験してきましたが、そんな状況では一歩踏み出すこと

さえ難しいのです。だからこそ、制度が必要なのです。もし既に平等な社会であれば、誰

もこのような悩みを抱える必要はありません。もうこれ以上、私達をいないことにしない

でください。誰もが同じ権利を持ち、同じスタートラインに立てる、同性愛者だからとい

って将来を悲観しなくてもいい、誰もが希望をもてる社会になることを心から願っていま

す。 


